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２．１２  消化槽設備  

（３）熱交換器 

① 据付手順 

（ア）熱交換器据付フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 工 図 作 成 

基 準 線 の 設 定 

（ 墨 出 し ） 

基準線の墨出し 

平面的中心線の 

墨 出 し 

基 礎 の 築 造 

 

据付位置と建屋の

柱・壁の位置を十

分調査すること。 

 

注１ 

複数台の場合は、 

機器相互の関係を

十分考慮して墨出

しすること。 

 

高 さ の 墨 出 し 

注２ 

土木、建築の基準点（ベンチマーク）より

室内の適切な位置に基準線を墨出しする。 

 

基準線より据付中心線を誘導し、墨出しす

る。 

 

建屋の壁等に基準線より据付中心線を誘

導し、墨出しする。 

 

注３ 

続  く 

監督職員確認 

前出注２と同じ。 

監督職員立会 
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                               位置 

 大きさ 

                               深さ 

                               途中の倒れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

据付基礎の点検 

 

コンクリート打設 

充填部の目荒し 

基礎箱抜穴の点検 

 

付 属 品 取 付 

化粧モルタル仕上 

 

塗膜測定及びその記録 

 

機 器 仕 上 塗 装 

 

試  運  転 

 

続  き 

監督職員立会 

温度計等取付 

熱 交 換 器 据 付 

 

据付精度の測定記録 

 

 

監督職員確認 

吸込・吐出フランジの位置設定 

アンカーボルト仮締付 

据付レベルの調整 

 

水平、垂直等基準値以内の確認 

基礎ボルトの増締め 

監督職員確認 



 

第 2 章 2-12-3-3 

 

  

② 墨出し及び測定の要領 

 

 

 

測 定 項 目 

 

 

測 定 要 領 

 

測  定  個  所  図 

 

機器据付面のレ

ベル確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

据付面の基準は、基準

点（ベンチマーク）から

図面寸法及び現地状況に

より機器の軸芯を通る中

心線を決定し、基準面に

墨出しをする。 

 この場合、建屋の柱及

び壁など建屋内の配置を

チェックする。 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(注) （１）複数台数ある場合には、相互の関連を充分考慮し、墨出しを行うこと。 
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 ③据付標準基礎図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

設計条件・仕様 

 

 

 

 

 

特記事項 

1.鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄは、 

σck=24N/mm2 

とする。 

 

 

施工注意事項 

（注記） 

    

    

 

 

 

 

図面名称 

 

 

ガス攪拌ブロワ 

 

据付標準基礎図 

 

図面番号 
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④ 試験・試運転 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 試験内容 判定方法及び基準 記録事項 判定 摘要 

 

補機類 

単独試験 

 

運

転

準

備 

据付点検 
機器の外観、回転部の手廻し点検を

行い正常であること。 
 

 
 

絶縁抵抗 
動力及び制御回路の絶縁抵抗を測定

し、が0.2MΩ以上であること。 

絶縁抵抗値  電気設備技術

基準による 

制御回路 
制御回路のチェックを行い、各制御

機器が問題なく作動すること。 

   

運 

転 

確 

認 

電動機回転方向 電動機を寸動させ回転方向の確認。 
   

温   度 
規定の負荷状態において連続運転を

行った場合の軸受温度測定。 

   

振動・騒音 
規定の負荷状態において連続運転を

行い規定位置にて測定。 

   

性
能
確
認 

電   流 定格電流以下であること。 
   

電   圧 定格電流の±2%以下であること。    
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